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～空港の整備～ 

八丈島空港では、消防所の建替えに着手す

るとともに、ヘリコプター用の災害時駐機用

地整備や駐機場の補修を行いました。 

～道路の整備・維持補修～ 

道路分野では、三根地区において保健所付

近の道路改修や富士山入口交差点付近の舗

装補修、大賀郷地区では八高通りの歩道設置

や大中上交差点付近の浸透池整備、樫立地区

では唐滝川やふれあい温泉付近の道路改修、

中之郷地区では公民館や安川ホタルの里付

近の舗装補修、末吉地区では登龍道路での斜

面対策などの工事を行っています。青ヶ島

では、発電所付近の道路改修や上手回り２

箇所での斜面対策、池之沢での舗装補修な

どの工事を行っています。 

～港湾・漁港の整備～ 

 港湾では、神湊港(底土)の新たな護岸のケ

ーソン据付や既設施設を補修し、青ヶ島港

(三宝港)の岸壁の整備や補修を行いました。 

 漁港では、神湊漁港の防波堤改良や新たな

船揚場の整備を進め、八重根漁港の防波堤改

良や新たな岸壁の整備に着手し、洞輪沢漁港

の防波堤改良を行いました。 
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今年度の事業を振り返って 
今年度、八丈支庁で行っている主な港湾・道路等の整備事業を改めてご紹介します。 

神湊港ケーソン据付 

発電所付近の道路改修 

～河川・海岸や公園の整備と管理～ 

河川・海岸、公園分野では、小骨ヶ洞砂

防ダムの管理用通路整備を進めているほ

か、乙千代ヶ浜の海岸洗掘防止を行ってい

ます。また、植物公園では老朽化した温室

の改修工事を進めているほか、利便性向上

のためトイレの改修工事を実施していま

す。 

～斜面の緊急対策～ 

 昨年６月に、八丈島においては末吉地区

の角尻川周辺と汐間道路で、青ヶ島では上

手回りで、たて続けに３箇所での土砂崩落

があり、モルタル吹付や落石

防護工などによる緊急の斜面

対策を実施しています。 

 



 

登録店名 問合せ先 登録店名 問合せ先 

いそざきえん ７－００４１ 国民宿舎 サンマリーナ ２－３０１０ 

郷土・家庭料理のお店 繁（はん） ２－７０８０ 魚八亭 ２－２８０７ 

宝亭 ２－０６５０ レストラン アカコッコ ２－３８２９ 

あそこ寿司 ２－０１７２ お食事処 とみちゃん ２－１０５３ 

一休庵 ２－３３６９ 民宿 ガーデン荘 ７－００１４ 

すし処 銀八 ２－１４０５ 民宿 船見荘 ２－０７３１ 

八丈島郷土料理 梁山泊 ２－０６３１ 八丈ビューホテル ２－3２２１ 

富士久 厨（くりや） ２－３０４７    

-2- 

八丈島には、健康食材として有名な明日葉や八丈島近海で獲れたキンメダイ、トビウ

オといった鮮魚などがあります。このような八丈島産の食材など島しょ産食材の利用を

促進する東京都の制度（「東京 島じまん食材使用店」登録制度）をご紹介します。 

 

 

三根地区の保安林改良工事 

 

～治山事業と保安林の改良～ 

海からの潮風害から住宅や畑などを守るた

め、三根地区の保安林にクロマツ等の植栽と

丸太防風柵の設置を行いました。また、大賀

郷地区で治山工事を実施しました。 

青ヶ島では池之沢地区で落石防護擁壁の設

置工事等を行いました。 

～林道の整備～ 

三根地区と樫立地区を結ぶ三原林道と末吉

地区のこん沢林道において、擁壁の設置や排

水施設の改修を行いました。また、富士環状

林道では路面の整備等を行い、島内の各林道

に標識を設置しました。 

 

 

昨年１１月には、八丈島において５０年に

一度の記録的な雨量が観測され、避難勧告が

出されました。幸い、人的被害はなかったも

のの、あらためて災害への備えを強く感じた

ところです。支庁では、現在、八丈島では小

骨ヶ洞砂防工事、東里治山工事、青ヶ島では

池之沢予防治山工事などの防災事業を進めて

おります。都道においては大雨、強風等で土

砂が崩落するのを防ぐための災害防除工事を

行っております。また、昨年７月には、甚大

な自然災害等が発生した場合に円滑に対応で

きるよう八丈町、青ヶ島村との間で、それぞ

れ「災害時における支庁緊急対応費による応

援に関する協定」を締結しました。今後も、

島民の方々が安全・安心に暮らせるよう町村

や関係機関の皆様とともに、防災対策 

家族と行こう！「東京 島じまん食材使用店」 
 

産業課商工係 2-1113 

事業や登録店の詳細は、インターネットで「東京 島じまん」とご検索ください。 

 

事業のご紹介 

 「東京 島じまん食材使用店」登録制度と

は、島しょ産食材の地産地消の促進を目的

に、島しょ産食材を積極的に活用している

飲食店等を東京都が登録しＰＲする制度で

す。登録店には、写真のような看板を店内

に設置しています。 

 

八丈島の「東京 島じまん食材使用店」 

現在登録されているお店（宿泊施設含む）

は以下のとおりです。登録店は、明日葉を

練り込んだもちもちの麺や新鮮なお刺身、

昔ながらの島料理など特徴ある料理を提供

しており、お子様からご年配の方まで幅広

い層にお楽しみいただけます。 

家事をひと休みして、「東京 島じまん食

材使用店」でご家族と一緒に八丈島産のお

いしい料理を楽しみましょう！ 

 

※掲載は登録番号順 

 

ツイッターも

併せてご覧く

ださい。   
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第６５回関東・東海 花の展覧会が開催されました 

  2月 12日～2月 14日に第 65回関東東

海花の展覧会が開催されました。関東東

海地域 1 都 11 県の花の生産者が品質・

商品性を競う品評会には、八丈町からは

フェニックス・ロベレニー（切葉）、レ

ザーファン、ルスカス、キキョウラン、

サンダーソニア、観葉鉢物の合計 41点、

青ヶ島村からはフェニックス・ロベレニ

ー（切葉）、キキョウランの合計 5 点が

出品されました。会場での飾り付けは、

八丈島農業振興青年研究会のメンバー

が中心となって行いました。 

 品評会の八丈支庁管内分の審査結果

は、金賞 2点、銀賞 3点、銅賞 7点でした。

入賞された皆様おめでとうございます。 

会場は、ひと足早い春の気配を楽しむお

客様でにぎわっていました。 

 

にぎわう会場内の様子 

東京都 母子及び父子福祉資金貸付について 

  八丈支庁では、東京都母子及び父子福祉資金についての貸付を行っています。ひとり親

家庭の方々が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金を限度額内で

お貸しするものです。無理のない返済計画にもとづき、返済していただく制度となります。

ご相談・お申込みにつきましては、支庁福祉係にお問い合わせください。  

○ 対象者（下記の条件をすべて満たしている方が対象となります） 

・都内に６か月以上居住されている方 

・母子家庭の母又は父子家庭の父等 

・２０歳未満のお子さん等を扶養されている方 

○ 貸付 

   修学・就職・転宅等の目的により限度額内でお貸しします。なお、貸付の決 

   定に当たっては、審査を行います。審査及び貸付に時間がかかりますので、余 

   裕をもって事前にご相談ください。                総務課福祉係 2-1112 

 
 森林の伐採や所有を考えている方へ 

  地域森林計画の対象となっている森林について、伐採を行う場合や新たに森林の土地の

所有者になった場合は市町村長あてに届出が必要です。 

【伐採を行う場合】 

・申請者は森林所有者などです。 

・届出期間は伐採を行う日の 90日から 30日前までです。 

・届出をせずに立木を伐採した者は 100万円以下の罰金に処されることがあります。 

【新たに森林の土地の所有者になった場合】 

・申請者は個人・法人は問いません（売買だけでなく相続の場合も必要です）。 

・届出期間は所有者となった日から 90日以内です。 

・国土利用計画法第 23条第 1項の規定による届出をした場合は、必要ありま 

  せん。 

 詳しくは八丈町産業観光課・青ヶ島村総務課・支庁産業課林務係までお問 

い合わせください。森林・林業行政へのご理解、ご協力をお願いいたします。                      

                        産業課林務係 2-1113 

産業課農務係 2-1113 



 

 

 

 

 

 

 

入学資格 

・中学校卒業以上の方（高等学校普通科卒業の方を除く）で、八丈島在 

  住の方。または、入学までに八丈島に住むことが確実な方。 

・高等学校を中途退学された方の場合は、修得単位数によって、２年生 

  以上の学年から学ぶこともできます。 

 授業時間 
午後 5時 30分から午後 9時 10分まで 

（午後 6時 15分から 40分までは給食時間） 

 通学方法 バイク、乗用車での通学を認めています。 

 卒業年数 
４年間。ＮＨＫ学園との併修制の利用により、３年間で卒業することも

できます。 

 入学試験 第 2次募集と補欠募集を 3月下旬に実施します。 

問い合わせ 
八丈高校定時制課程 副校長 高橋 雅信 ℡2-1181 

（平日の午後 2時から午後 8時まで） 
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登録番号 27（1） 

 

  

 

3/13(日) 植物公園季節調査会 

3/26(土) 八丈学講座「春の植物観察会」 

3/27(日) 植物公園でお花見 

4/10(日) 植物公園季節調査会 

4/23(土) 八丈学講座「さえずりを聞き

分けよう」 

4/29(金) 八丈富士ハイキング 

4/29(金 ) ･

30(土) 

 

バードウォッチング入門 

4/29(金 ) ･

30(土) 

 

体験八丈太鼓 

 

 

※毎週土日祝（4/29･30を除く）：植物公園

ガイドウォークを開催 

八丈高校定時制で学んでみませんか？ 
 「ゆっくり、じっくり、わかるまで」をモットーに日々の授業に取り組んでいます。

基礎・基本が学べるよう、読み・書き・計算をくり返し練習しています。 

経験豊富な教員が、生徒一人ひとりが理解できるまで丁寧に教え、日常生活の相談に

ものりながら、卒業できるよう支援しています。 

ホームページもご覧下さい。（「八丈高校」で検索を！） 

 

 

〒１００－１４９２ 東京都八丈島八丈町大賀郷２４６６－２ 

０４９９６－２－１１１１（電話） ０４９９６－２－３６０１（ＦＡＸ） 

ホームページもご覧ください http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/index.html 
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自動車の名義変更はお済みですか？ 

自動車を譲渡したり、廃車した場合や、

転居等で住所を変更した場合は、登録変

更の手続が必要です。 

  登録変更の手続を行わないと、トラブ

自動車税は、毎年４月 1日現在、車検

証に記載されている所有者（割賦販売

の場合は使用者）に課税されます。 

総務課税務係 2-4511 

ルの原因となることがありま

すので、お早めに管轄の運輸支

局または自動車検査登録事務

所で手続を行ってください。 
 

※詳細は、八丈ビジターセンター 2-4811まで 


